
 

令和４年１０月１７日 

総 務 部 防 災 課 

 

「地震に関する地域危険度測定調査（第９回）」の公表について 

 

東京都都市整備局は、東京都震災対策条例に基づき、昭和５０年から概ね５年

ごとに実施している「地震に関する地域危険度測定調査」の最新結果を取りまと

め、令和４年９月に公表した。 

 

１ 調査の目的 

（１）都民の防災意識の高揚 

（２）震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用 

 

２ 地域危険度 

  全ての町丁目直下の地盤で同じ強さの揺れが生じた場合の危険性を測定し、

相対的に評価したもので、建物倒壊、火災、総合の３つの危険度について、都

内５，１９２町丁目（江東区１５５町丁目）毎に、５段階にランク分けする。 

 

３ 測定手法 

（１）建物倒壊危険度 

建物の構造や建築年代、地盤の特性、液状化の可能性をもとに建物倒壊

危険量を測定し、その都内順位によりランク分け 

（２）火災危険度 

出火及び延焼の危険性をもとに火災危険量を測定し、その都内順位によ

りランク分け 

（３）総合危険度 

建物倒壊危険量と火災危険量を合算した危険量に災害時活動困難係数※を

乗じて測定し、その都内順位によりランク分け 

 

建物倒壊危険量＋火災危険量 × 災害時活動困難係数 ⇒ 総合危険度 

 

  （※）災害時活動困難係数 

災害時の活動に有効な空間の多さや、道路ネットワーク密度の高さといった

道路基盤などの整備状況から、危険地域からの避難や消火・救助活動のしやす

さ（困難さ）を評価した指標（前回の「災害時活動困難度」から呼称変更） 
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４ 江東区の結果（概要） 

 （１）平均して建物倒壊危険量が約２割、火災危険量が約５割と共に低下して

おり、防災性は向上 

（２）総合危険度が４以上の町丁目は以下のとおり 

総合危険度 町丁目名 

５ 亀戸５、大島７、北砂３・４・６、東砂５ 

４ 
常盤２、森下４、三好２、海辺、亀戸３、 

大島１・２・３・８、東砂３・４、南砂４ 

 

５ 調査結果の確認方法（主なもの） 

 （１）東京都都市整備局のホームページに調査報告書・パンフレット等を掲載 

 （２）東京都オープンデータサイトにデータを掲載 
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※東京都の資料を一部加工
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